
必要な公共事業の着実な推進を求める意見書

３月１１日に発生した東日本大震災は、想定をはるかに上回る津波を伴い、東北

をはじめとする広大な範囲で多くの尊い人命と貴重な財産を奪い、道路や鉄道など

社会生活の基盤となるライフラインを壊滅させるなど、地元の人々の生活に甚大な

被害を与えたところである。３カ月以上が経過した現在においても、多くの被災者

が不自由な避難生活を余儀なくされており、一日も早い生活再建と被災地の復旧・

復興が強く求められている。

このような中、政府は、被災地対策として復旧・復興財源を確保するため、平成

２３年度予算のうち公共事業費等の５％を執行停止する方針を打ち出したところで

ある。未曾有の被害に遭遇している被災地の早期の復旧・復興は全国民の願いであ

るが、一方で、その復旧・復興を支える他地域の公共事業が今後さらに削減される

懸念もある。

今回の震災では、高速道路や国道等が「命の道」としていかに重要であるかを改

めて認識させられたところであり、日向灘地震の発生が危惧される中、東九州自動

車道や九州中央自動車道、都城志布志道路の未整備区間や国直轄の防災事業として

新たに採択された国道２２０号等の一刻も早い整備が求められている。

よって、地方において真に必要とされる公共事業が、今回のことで遅れることな

く着実に推進されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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